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作成・監修 弁護士　長谷川正浩

１．責任役員の地位
　責任役員は、宗教法人が必ず設置しなければならない意思決定機関です。この責任役員制度は、認
証制度や公告制度とともに宗教法人法の３本の柱といわれています。 　
　責任役員の数は３人以上で、必ず規則に記載しておかなければなりません（宗教法人法第１８条１項、
第１２条１項５号）。 　
　責任役員は、宗教法人の事務に関して審議します（同法第１８条４項）。この責任役員による事務の決
定に基づいて、代表役員が事務の執行をします。規則の定めがない限り、法人の事務は責任役員の定数
の過半数で決定します。この場合、議決権は平等です（同法第１９条）。責任役員の会議体については、
宗教法人法は規定していません。従って持ち廻りで決めても一向に差し支えありません。しかし、責任
役員が会議体を構成することは、法人運営の在り方としては一般に優れていると考えられます。
２．総代との違い
　責任役員は、宗教法人の意思決定機関ですから、かつての宗教団体法や宗教法人令に定められてい
た総代とは異なります。かつての総代は、住職や主管者等の補助者にすぎませんでした。また、資格も
総代は檀信徒に限られていました（総代は宗教法人法には規定されていません）。しかし、責任役員は
宗教法人法における信者に限られてはいません。責任役員は、信者でなくてもかまいませんので法人
の管理運営に最も適した者を任意に選ぶことができるのです。
３．責任役員の職務権限
　責任役員の職務は、宗教法人の事務の決定です（同法第１８条４項）。宗教法人の事務とは「礼拝の
施設、その他の財産を所有し、維持運用し、宗教法人の目的達成のための（同法第１条１項）」、宗教事項
以外の事項についての一切の行為をいいます。純粋な宗教上の事項は除外されますが、儀式行事執行
のために用いる祭具を調達したり、布教のための印刷物を作ったりすることは、宗教上の事項に密接
していますけれども、責任役員の事務に属します。
４．規則記載事項
　責任役員の職務権限は、法人規則に必ず記載しておかなく 
てはなりません（同法第１２条１項５号）。 責任役員の職務権
限に属する一般事務としては
 ① 予算の作成
 ② 決算（財産目録、貸借対照表、及び収支計算書）の承認
 ③ 年度末剰余金の処分
 ④ 特別財産及び基本財産の設定及び変更
があります。 
　その他宗教法人法で規定されているものを右に掲げてお
きました。これら以外にも重要と思われる事項については、 
規則に記載しておくことができます。議決の方法、手続等は、
各宗教法人で、それぞれ任意に規定でき、宗教法人の自主性
が尊重されています。

責任役員

「
ぶ
っ
ぽ
う
そ
う
（
仏
法
僧
）」
で
は
専
門
家
や
大
人
だ
け
で
は
な
く
、

子
ど
も
で
も
分
か
り
や
す
い
言
葉
や
内
容
を
心
が
け
て
、

日
々
の
生
活
に
役
立
ち
活
か
し
て
い
け
る
法
話
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

法
話

2

ぶっぽ
う
そ
う

川村妙慶（かわむら　みょうけい）　真宗大谷派　正念寺
著書：「持たない暮らしのすすめ－本当の幸せを得るための人生の法則－」他

プロフィール

　「仏教に出会ってなかったら、どうなっていたのか？」ふとそう思うことが
あります。寺の娘として生まれたものの、住職である父親がお寺を守って、長
男である兄が後継者になって当たり前という感覚でしかありませんでした。
ご本尊、経本が目の前にあっても、ただの置物でしかありませんでした。そん
な時、父が亡くなり、後継者の重圧から逃げるように兄が引きこもりになり、
ご門徒が一斉に他のお寺へ移られたのです。
　仏教に無関心だった私がお寺を継ぐことを余儀なくされました。一つの逃
げ道として、仏教にも関係のある池坊短期大学で華道を学ぶことにしまし
た。ある日、華道の師から「あなたは寺の子に生まれながらなぜ仏教を学ばな
いの？」聞かれたのです。私は「強い意思さえあれば生きていけます。」と応え
たのです。すると師は「あなたの意思で花は咲きますか？そのことを知る為
に仏教に出会いなさい。」といわれたのです。
　その言葉に背中を押されるように大谷専修学院（東本願寺）へ入学しまし
た。私を迎えてくれた師は「君はなぜこの学院へ来たのか？」と聞きます。私
は「すべてお寺の犠牲になっています。最悪の人生です。」と応えたのです。す
ると師は「父さんの死、兄さんの引きこもり、ご門徒がゼロになってなかった
ら、この学院へ来てなかった。これも縁や。縁というと良縁を想像するが、人
生には、思いがけず求めてもいない逆縁が振りかかってくる。嫌な出来事を、
怒り恨みで終わるのか、これも仏縁として活かすのか大きな違いや。身の事
実を生きろ。」とおっしゃったのです。
　そのとき出会ったのが阿弥陀経の「青色青光、黄色黄光、赤色赤光、白色白
光」です。青色で生まれた私が黄色になることはできない。それぞれが、かけ
がえなのない「命」を賜り、それぞれがこのお浄土で光り輝いて存在してい
る。それぞれ事情を持って生きている私たちだけど、お浄土の世界をいただ
くと、共に生きることができるというのです。
　まさか置物としか見ていなかった経本にこんな尊い言葉が書かれている
とは知りもしませんでした。さらに出会ったのが「心を弘誓の仏
地に樹て、情を難思の法海に流す。」（親鸞聖人『浄土文類聚鈔』）
という言葉です。
　大地に根をもたない樹木は逆風で簡単に倒れます。しっかりと
した仏教という依り処をもたなければなりません。華道の師は私
に、「『根』を張って生きなさい」と投げかけてくれたのだと感じて
います。

①　予算の作成
②　決算の承認
③　年度末剰余金の処分
④　財産目録の作成
⑤　不動産の処分
⑥　借入または保証
⑦　主要建物の新築・改築・増築・ 
　　移築・除去・模様替え
⑧　境内地の著しい模様替え
⑨　境内建物及び境内地の用途変更
⑩　規則の変更
⑪　合併
⑫　解散及び残余財産の処分
⑬　事業を行う場合には、その管理
　　運営・収益の処分

責任役員が決める法人事務
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